
税
務
課
よ
り
お
知
ら
せ

こ
の
機
会
に
自
己
資
産
を
チ
ェ
ッ
ク
！

固
定
資
産
課
税
台
帳
で
確
認
を

4
月
1
日
ま
で
に
手
続
き
を

軽
自
動
車
等
の
廃
車・名
義
変
更
は
お
済
み
で
す
か
？

　
閲
覧
・
縦
覧
制
度
は
、
ご
自
分

の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

課
税
内
容
の
確
認
、
他
の
土
地
や

家
屋
と
の
価
格
を
比
較
し
て
自
分

の
資
産
価
格
が
適
当
で
あ
る
か
を

判
断
で
き
る
機
会
で
す
。

　

次
の
日
程
で
行
い
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
自
己
資
産
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
台
帳
を
確
認
い
た
だ

き
疑
問
や
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
無
料
閲
覧
・
縦
覧
期
間
　

　
　
4
月
1
日
（
金
）

　
　
　
　
～
5
月
31
日
（
火
）

　
　
8
時
30
分
～
17
時
15
分

　
　
（
土
、
日
、
祝
日
は
除
く
）

■
閲
覧
・
縦
覧
場
所

　
税
務
課
固
定
資
産
税
担
当
窓
口

◆
閲
覧
制
度
と
は

　
納
税
義
務
者
等
が
自
己
の
固
定

資
産
課
税
台
帳
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

・�

期
間　
閲
覧
は
い
つ
で
も
可

・�

手
数
料　
前
記
期
間
は
無
料

　
（
期
間
外
は
1
件
3
0
0
円
）

・�

閲
覧
対
象
者　

納
税
義
務
者
、　

所
有
者
、
借
地
借
家
人

※�

代
理
人
と
し
て
閲
覧
す
る
場
合

は
閲
覧
対
象
者
の
委
任
状
が
必

・
期
間　
上
記
期
間
の
み

・
手
数
料　
無
料

・
縦
覧
対
象
者　

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

※�

代
理
人
と
し
て
縦
覧
す
る
場
合

は
、
縦
覧
対
象
者
の
委
任
状
が

必
要
で
す
。

※�

法
人
は
代
表
者
印
を
持
参
す
れ

ば
委
任
状
は
不
要
で
す
。（
閲

覧
・
縦
覧
共
通
）

■
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

�

（
内
線
1
5
6
～
1
5
8
）

要
で
す
。

※�

借
地
借
家
人
ま
た
は
そ
の
代
理

人
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
契
約

書
等
の
権
利
関
係
を
示
す
書
面

が
併
せ
て
必
要
で
す
。

◆
縦
覧
制
度
と
は

　
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
自
己

の
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
と
、
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
評

価
額
が
適
正
で
あ
る
か
を
確
認
で

き
る
制
度
で
す
。

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
4
月
1

日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
軽
自
動
車
等
を
売
っ
た
り
、

譲
っ
た
り
、
廃
車
に
し
た
と
き
は

必
ず
所
定
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
転
出
や
転
入
を
し

た
と
き
も
早
め
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

◆
4
月
1
日
ま
で
に
手
続
き
を

　
4
月
1
日
ま
で
に
廃
車
の
手
続

き
を
す
る
と
、
新
年
度
分
か
ら
の

軽
自
動
車
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。　

ま
た
、
他
人
に
譲
っ
た
と
き
の
名

義
変
更
手
続
き
も
4
月
1
日
ま
で

に
す
る
と
、
税
金
は
前
の
所
有
者

に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
4
月
2
日
以
降
に
廃
車
や
名
義

変
更
の
手
続
き
を
し
て
も
、
軽
自

動
車
税
は
月
割
り
制
度
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
そ
の
年
度
の
税
金
を

お
返
し
で
き
ま
せ
ん
。
あ
ら
か
じ

め
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆�

軽
自
動
車
税
と
は
、
地
方
税

法
上
、
次
の
①
〜
⑤
の
車
両

に
係
る
税
を
指
し
ま
す
。

①�

原
動
機
付
自
転
車
（
ミ
ニ
カ
ー

を
含
む
）

②
二
輪
の
軽
自
動
車

③
二
輪
の
小
型
自
動
車

④
軽
自
動
車

⑤�
小
型
特
殊
自
動
車
（
ト
ラ
ク

タ
ー
等
）

■
問
い
合
わ
せ
・
手
続
き
先

　
車
両
の
種
類
ご
と
に
、
次
の
と

お
り
手
続
き
場
所
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊【
軽
自
動
車
、�

軽
二
輪
車
】

　
山
梨
県
軽
自
動
車
検
査
協
会

�

☎
0
5
0
-3
8
1
6
-3
1
2
1

＊
【
小
型
二
輪
】

　
山
梨
運
輸
支
局

�

☎
0
5
0
-5
5
4
0
-2
0
3
9

＊�【
原
動
機
付
自
転
車
、�

小
型
特　

殊
自
動
車
、
ミ
ニ
カ
ー
】

　
市
税
務
課
市
民
税
担
当

　
（
内
線
1
5
3
～
1
5
5
）

税の申告はお済ですか？
　平成 27年分の申告と納税の期限は下記のと
おりです。まだ、お済でない方は、お早めに申
告書の提出と納税をお願いいたします。

A・市県民税の申告期限　
B・所得税の確定申告と納税の期限
C・贈与税の申告と納税の期限
　　　　　3月 15日（火）まで（A～C共通）
D・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と
納税の期限　3月 31日（木）まで

■問い合わせ
＊Aについて　
　税務課市民税担当　（内線153～ 155）
＊B~Dについて　　
　甲府税務署　☎055-254-6105
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